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第５章 市街地開発事業 
 

１ 土地区画整理事業 

 

 土地区画整理事業は、道路・公園等の

公共施設の整備改善や宅地の利用増進

を図る上できわめて効率的な事業であ

り、総合的なまちづくりを行うことがで

きます。 

 熊谷市の土地区画整理事業の状況は、

昭和１２年に熊谷第一土地区画整理事

業が着手されたのをはじめとして、現在

までに２３地区（約７８２.０ha）で事

業が完了し、３地区（約９４.８ha）で

事業を施行しています。 

（土地区画整理事業一覧 ☞資料編） 

 

 

 

２ 市街地再開発事業     

市街地再開発事業は、低層で老朽化し

た建物が密集し、公共施設が不足してい

ることなどにより生活環境が悪化した

市街地において、敷地の共同利用、高度

利用により、建築物の不燃化、共同化を

行うとともに、道路、駅前広場等のオー

プンスペースを確保し、快適なまちにつ

くりかえる事業です。 

熊谷市では、熊谷駅前において、土地

が低密利用となっていた熊谷駅東地区

を、市街地再開発事業により整備するこ

とを平成１３年１月に都市計画決定し、

平成１５年５月に施設建築物の建築に

着手、平成１６年１１月に竣工しました。 

■市街地再開発事業 

名    称 面 積 最終告示年月日・番号 

熊谷駅東地区第一種市街地再開発事業 約1.5ha 
平成14年1月11日 

熊谷市告示（乙）第5号 
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